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第 10回新株予約権及び第 11回新株予約権の取得及び消却 

並びに第三者割当による第 12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 

及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2026年１月21日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会において、当社が 2025年 11月

25日に第三者割当により発行した第10回新株予約権及び第11回新株予約権（以下、総称して「既存新株予約

権」といいます。）につきまして、取得日時点で残存する新株予約権すべて（本日時点における残存個数：

15,499 個）を取得及び取得後直ちに消却すること、並びに EVO FUND（ケイマン諸島、代表者：マイケル・

ラーチ、リチャード・チゾム）（以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。）を割当予定先とする第

三者割当による第 12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行すること、及び本新株予約権

の買取契約（以下「本買取契約」といいます。）及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として本新

株予約権の発行及び引受けの義務が発生する内容を含む総数引受契約（以下、本買取契約とあわせて「本買取

契約等」といいます。）を割当予定先との間で締結することを決議しましたので、その概要につき以下のとお

りお知らせいたします（以下、本新株予約権の発行及び本買取契約等の締結を総称して「本第三者割当」とい

います。）なお、当社は、本新株予約権の発行に先立ち、2025年12月19日及び2026年１月９日付でEVO FUND

に対して、総額 270,000,000 円の普通社債（以下、2025 年 12 月 19 日付の普通社債を「第２回普通社債」、

2026 年１月９日付の普通社債を「第３回普通社債」といい、あわせて、個別に又は総称して「本社債」とい

います。）を発行しております（本社債の発行、既存新株予約権の取得及び消却並びに本新株予約権の発行及

びその行使による資金調達をあわせて「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。）。 

 

１．募集の概要 

(１) 割当日 2026年２月６日 

(２) 発行新株予約権数 23,999個（新株予約権１個につき普通株式 100株） 

(３) 発行価額 総額 239,990円（新株予約権１個当たり 10円） 

(４) 
当該発行による 

潜在株式数 

2,399,900株（新株予約権１個につき 100株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 83円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は

2,399,900株であります。 

(５) 調達資金の額 382,623,490円（注） 

(６) 
行使価額及び行使価

額の修正条件 

(1) 当初行使価額は 165円とします。 

(2) 本新株予約権の行使価額は、割当日の１取引日（「取引日」とは、株式

会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）において売買立会

が行われる日をいいます。以下同じです。）後に初回の修正がされ、割

当日の２取引日後に２回目の修正がされ、以後３取引日が経過する毎に

修正されます（以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して

「修正日」といいます。）。かかる修正条項に基づき行使価額が修正され

る場合、初回の修正においては、行使価額は、2026 年１月 21 日におい

て取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 100％に相当する

金額（但し、当該金額が上記「(４)当該発行による潜在株式数」記載の

下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されま
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す。２回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ３

連続取引日（以下、2026 年１月 21 日とあわせて個別に又は総称して

「価格算定期間」といいます。）の各取引日（但し、終値が存在しない

日を除きます。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

終値の単純平均値の 100％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨て

た額（但し、当該金額が、上記「(４)当該発行による潜在株式数」記載

の下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されま

す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかっ

た場合には、行使価額の修正は行いません。また、価格算定期間内にお

いて本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる

事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所

が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的

に調整されます。 

(3) 上記(2)にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日

（当日を含みます。）から当該株主確定日等（当日を含みます。）まで

の、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行

使ができない期間（以下「株主確定期間」といいます。但し、株式会社

証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間としま

す。）及び当該株主確定期間の末日の１取引日後においては、行使価額

の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われる

のは当該株主確定期間の末日の２取引日後（当日を含みます。）の日と

し、当該日以降、３取引日が経過する毎に、本新株予約権の発行要項第

10項第(1)号に準じて行使価額は修正されます。 

(７) 
募集又は割当方法

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てま

す。 

(８) 権利行使期間 2026年２月９日から 2026年４月９日までとします。 

(９) その他 

当社は、本日付で割当予定先との間で、本買取契約を締結いたしました。ま

た、当社は、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生

後に、割当予定先との間で、総数引受契約を締結する予定です。本買取契約

において、割当予定先は、原則として、本新株予約権について設定された全

部コミット期間（以下に定義します。）中に、当該本新株予約権の全てを行

使することを約すことを定めております。また、割当予定先が本新株予約権

を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する旨を定めております。

なお、本買取契約に関する詳細につきましては、下記「３．資金調達方法の

概要及び選択理由 (１)資金調達方法の概要」をご参照ください。 

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を

合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は

調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少

する可能性があります。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額で

あり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。 

 

※本新株予約権（コミット・イシュー）の特徴 

当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数（2,399,900 株）をあらかじめ定め、本買取契約

の定めに従い、本新株予約権の払込期日の翌取引日以降、原則として 2026年３月 10日までに、EVO FUNDが本

新株予約権の全てを行使する（全部行使コミット）手法です。その概要は下表中「（５）全部行使コミット」



欄及び「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (１)資金調達方法の概要 ①本新株予約権における行使コ

ミット条項」に記載のとおりとなります。 

 

(１) 発 行 数 23,999個 

(２) 発 行 価 額 の 総 額 239,990円 

(３) 行 使 価 額 の 総 額 395,983,500円（注） 

(４) 行 使 価 額 

初回の修正では、発行決議日において取引所が発表する当社普通

株式の普通取引の終値の 100％に相当する金額 

２回目以降の修正では、価格算定期間の各取引日において取引所

が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 100％

に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた額 

(５) 全 部 行 使 コ ミ ッ ト 

原則として、2026年２月９日（当日を含みます。）以降、2026年

３月 10日（当日を含みます。）までの期間における本新株予約権

23,999個全ての行使をコミット 

(６) 下 限 行 使 価 額 

83円 

（発行決議日直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の 50％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた

額） 

（注）上記行使価額の総額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり

ます。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社の主力事業であるリチウムイオン二次電池産業は、従来の民生機器に加え電気自動車（以下「EV」とい

います。）や蓄電システム（以下「ESS」といいます。）へと用途が広がりを見せています。特に EVの需要は、

環境保護規制の影響もあり 2010年代から急速に拡大し、2020年に 300万台だったEV世界販売台数は、３年後

の 2023 年には 1,400 万台を突破しました。それに伴い、リチウムイオン二次電池関連産業全体の市場規模も

毎年大きく伸びることとなり、2010年の１兆円から2023年には12兆円に成長しました（数値は株式会社矢野

経済研究所他各種資料から当社算定）。 

今後も EV 需要を柱として、リチウムイオン二次電池の需要は増加していくものと見込まれていますが、あ

まりにも急激な需要の拡大が続き、欧米やアジア主要国では、リチウムイオン二次電池関連産業がそれまでの

エネルギー政策や自動車サプライチューンに大きな影響を及ぼす主要産業へと成長しつつあります。そのため、

欧米では環境規制や関税政策の見直しなどが行われ、足許の EV需要が低迷している状況です。 

当社グループでは、これまで特に先進国向けの EV 用途に参入するために、製品開発及び設備投資に取り組

んでまいりましたが、昨今の欧米の EVに対する政策の変化や紛争の影響などによる EV需要の低迷により、現

状では供給能力に見合う需要量を確保することが難しく、2022 年 12 月期に 8,294 百万円、2024 年１月期に

4,600 百万円であった連結経常利益も、2025 年１月期には 3,239 百万円の損失となりました。2026 年１月期

（当期）も、10,300 百万円の経常損失を見込んでいます。当社は、日本や米国を主な販売先としているとこ

ろ、日本や米国での市場規模はまだ小さいため、当社の営業キャッシュフローはマイナスが続いていました。

そのため、人件費や上場維持費用等の年間運転資金約３億円は、これまで子会社からの配当金等により賄って

きました。 

当期以降は生成 AI の普及などによる世界的なデータセンターの急速な需要拡大に伴い常時安定的な電力供

給を行うため、電池メーカー各社と取り組みを続けていた ESS向けの新規販売が順次開始されることにより、

徐々に業績は回復する見通しではありますが、グループ全体のこれまでの業績悪化により、数年間は子会社か

らの配当金等は見込めず、当社での新規案件が開始されるまでの今後約２年間の運転資金を調達する必要が生

じている状況です。以上の状況により、現在までのところ継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められ

ないものの、その疑義を生じさせるような事象又は状況が続いています。  

 



一方で、当社グループでの営業活動は積極的な取り組みを続けており、特に当社によるセパレータ事業での

新規案件の取り組みでは、国内外の顧客に対する量産販売の開始を予定しています。また、今期から立ち上げ

たイオン交換膜事業においても、日本での引き合いが多数あり営業活動を活発化しております。現在、これら

の案件の成約に向け、当社では国内外での営業活動を続けておりますが、今後営業活動をさらに強化して、計

画通りに成約し、2028 年以降には営業損益黒字化及び営業キャッシュ・フロープラス化の実現を目指してお

ります。そして、この実現のために 2025 年 11 月６日に第 10 回・第 11 回新株予約権の発行を決議し、その

後、第 10 回新株予約権の行使が一定程度進んでおりましたが、当社の株価下落により下限行使価額を下回る

こともあり、予定していた資金を適時に調達することが難しくなっていることから、2025 年 12 月末日時点で

の第 10回・第 11回新株予約権の未行使分である 23,999個を新たに第 12回新株予約権として、行使期間、行

使価額の修正やそれに対する払込価額の計算方法を修正し、当社単体での本格的な受注が見込めるまでの約２

年間の事業活動資金を円滑に確保することを目的としています。なお、第 12 回新株予約権の発行決議日に未

行使となっている第 10回・第 11回新株予約権は買戻し後に消却します。 

今回の資金調達における具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては下記「４.調達する資金の額、

使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載しております。 

(注)第10回・第11回新株予約権において、調達予定金額は1,055,560,000円（差引手取概算額）であったとこ

ろ、そのうち、合計366,007,829円（差引手取概算額）が調達済みとなります。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

(１)資金調達方法の概要 

本資金調達は、当社が、割当予定先であるEVO FUNDに対し本新株予約権を割り当て、その行使が行われるこ

とによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。 

当社は、本新株予約権について、割当予定先との間で、本日付で下記の内容を含む本買取契約を締結いたし

ました。なお、新株予約権による資金調達においては、割当予定先による行使に伴って段階的に調達が行われ

ることとなり、調達の時期が不確定なものであるため、下記「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の資金使途に必要な資金を速やかに調達できるよう、2025年12月

19日及び2026年１月９日付でEVO FUNDに対して、以下に記載の概要にて本社債を発行しております。 

 

＜ダブル・スコープ株式会社第２回普通社債の概要＞ 

(１) 社 債 の 名 称 ダブル・スコープ株式会社第２回無担保普通社債 
(２) 社 債 の 額 面 総 額 150,000,000円 
(３) 各社債の額面金額 3,750,000円 
(４) 利 率 なし 
(５) 払 込 金 額 額面 100円につき 100円 
(６) 償 還 金 額 額面 100円につき 100円 
(７) 払 込 期 日 2025年 12月 19日 
(８) 償 還 期 限 2026年２月 27日 
(９) 償 還 の 方 法 等 満期一括償還であり、以下のとおり繰上償還条項が規定されています。 

① 第２回普通社債に係る社債権者（以下「第２回普通社債権者」
といいます。）は、2026年１月 19日以降の繰上償還を希望する
日の５営業日前又は当社と第２回普通社債権者が別途合意する
日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において
未償還の第２回普通社債の全部又は一部を、繰上償還を希望す
る日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還
することを請求することができます。 

② 当社が、今後、第２回普通社債権者を割当先とする新株予約権
による資金調達を別途実施した後、当社の普通株式の取引所に
おける普通取引の終値が、当該新株予約権において定められる
下限行使価額を下回った場合、又は、当社が、今後、第２回普
通社債権者以外の者を割当先とする資金調達を別途実施するこ
とを決定した場合、繰上償還を希望する日の５営業日前又は当
社と第２回普通社債権者が別途合意する日までに当社に書面で
通知することにより、当該時点において未償還の第２回普通社
債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債
の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求するこ



とができます。 
③ 当社が、今後、第２回普通社債権者を割当先とする普通社債以

外の方法による資金調達を別途実施する場合、当該資金調達に
伴い第２回普通社債権者から当社に払い込まれた金銭の額の第
２回普通社債の発行日以降の累計額（但し、以前に当社が本項
に基づき繰上償還した第２回普通社債の合計額に相当する金額
を除く。）が第２回普通社債の金額（3,750,000円）の整数倍以
上となったとき、当社は、当該整数分の第２回普通社債を、当
該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日（当
日を含む。）又は当社と第２回普通社債権者が別途合意する日
において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還しま
す。 

④ 当社が、第２回普通社債権者以外の者に対し、当社株式又は当
社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発
行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付
与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は
間接に行う場合、若しくはデット・エクイティ・スワップ等の
実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済
的結果の全部又は一部を第２回普通社債権者以外の第三者に移
転するスワップその他の取決めを行う場合、第２回普通社債権
者は、繰上償還を希望する日の５営業日前又は当社と第２回普
通社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知すること
により、当該時点において未償還の第２回普通社債の全部又は
一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額 100 円
につき金 100 円で繰上償還することを請求することができま
す。但し、本請求は、当社が当社のストックオプション制度に
基づき当社の新株予約権若しくは普通株式を当社の役職員に発
行若しくは交付する場合及びその他適用法令により必要となる
場合についてはこれをすることができません。 

⑤ 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分
割、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは
株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画
を公表した場合、第２回普通社債権者の書面による請求があっ
たときには、当該請求日の翌営業日以降で当社と第２回普通社
債権者が合意する日において、残存する第２回普通社債の全部
又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で償還するもの
とします。 

⑥ 当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注
意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となっ
た場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以
降、第２回普通社債権者から書面による請求があったときに
は、当該請求日の翌営業日に残存する第２回普通社債の全部又
は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で償還するものと
します。 

⑦ 当社において、50％を超える議決権を単独で又は共同保有者
（金融商品取引法第 27 条の 23 第５項及び第６項に規定するも
のを意味します。）とともに直接若しくは間接的に保有する株主
が新たに出現した場合、第２回普通社債権者から書面による請
求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する第２回
普通社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円
で償還するものとします。 

⑧ 当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする
定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株
主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第
179条第１項に定義されます。）による当社の他の株主に対する
株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされ
た場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の
当社の株主総会の決議がなされた場合、第２回普通社債権者
は、償還を希望する日の 10 営業日前までに当社に書面で通知す
ることにより、当該時点において未償還の第２回普通社債の全
部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額



100円につき金 100円で繰上償還することを請求することができ
ます。 

(10) 資 金 使 途 第２回普通社債の発行により調達する資金の額は、150,000,000 円であ
り、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定していま
す。 

具体的な使途 
金額 

(百万円) 
支出予定時期 

①  運転資金（人件費） 150 
2026年２月～2027年

11月 

合計 150 － 

調達資金の使途は、以下のとおりです。 
①運転資金（人件費） 
役員及び従業員に対する報酬・給与への充当を予定しております。 

 

＜ダブル・スコープ株式会社第３回普通社債の概要＞ 

(１) 社 債 の 名 称 ダブル・スコープ株式会社第３回無担保普通社債 
(２) 社 債 の 額 面 総 額 120,000,000円 
(３) 各社債の額面金額 3,000,000円 
(４) 利 率 なし 
(５) 払 込 金 額 額面 100円につき 100円 
(６) 償 還 金 額 額面 100円につき 100円 
(７) 払 込 期 日 2026年１月９日 
(８) 償 還 期 限 2026年３月６日 
(９) 償 還 の 方 法 等 満期一括償還であり、以下のとおり繰上償還条項が規定されています。 

① 第３回普通社債に係る社債権者（以下「第３回普通社債権者」
といいます。）は、2026 年２月９日以降の繰上償還を希望する
日の５営業日前又は当社と第３回普通社債権者が別途合意する
日までに当社に書面で通知することにより、当該時点において
未償還の第３回普通社債の全部又は一部を、繰上償還を希望す
る日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還
することを請求することができます。 

② 当社が、今後、第３回普通社債権者を割当先とする新株予約権
による資金調達を別途実施した後、当社の普通株式の取引所に
おける普通取引の終値が、当該新株予約権において定められる
下限行使価額を下回った場合、又は、当社が、今後、第３回普
通社債権者以外の者を割当先とする資金調達を別途実施するこ
とを決定した場合、繰上償還を希望する日の５営業日前又は当
社と第３回普通社債権者が別途合意する日までに当社に書面で
通知することにより、当該時点において未償還の第３回普通社
債の全部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債
の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求するこ
とができます。 

③ 当社が、今後、第３回普通社債権者を割当先とする普通社債以
外の方法による資金調達を別途実施する場合、当該資金調達に
伴い第３回普通社債権者から当社に払い込まれた金銭の額の第
３回普通社債の発行日以降の累計額（但し、以前に当社が本項
に基づき繰上償還した第３回普通社債の合計額に相当する金額
を除く。）が第３回普通社債の金額（3,000,000円）の整数倍以
上となったとき、当社は、当該整数分の第３回普通社債を、当
該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日（当
日を含む。）又は当社と第３回普通社債権者が別途合意する日
において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還しま
す。 

④ 当社が、第３回普通社債権者以外の者に対し、当社株式又は当
社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発
行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付
与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は
間接に行う場合、若しくはデット・エクイティ・スワップ等の
実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済
的結果の全部又は一部を第３回普通社債権者以外の第三者に移
転するスワップその他の取決めを行う場合、第３回普通社債権



者は、繰上償還を希望する日の５営業日前又は当社と第３回普
通社債権者が別途合意する日までに当社に書面で通知すること
により、当該時点において未償還の第３回普通社債の全部又は
一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額 100 円
につき金 100 円で繰上償還することを請求することができま
す。但し、本請求は、当社が当社のストックオプション制度に
基づき当社の新株予約権若しくは普通株式を当社の役職員に発
行若しくは交付する場合及びその他適用法令により必要となる
場合についてはこれをすることができません。 

⑤ 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分
割、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは
株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画
を公表した場合、第３回普通社債権者の書面による請求があっ
たときには、当該請求日の翌営業日以降で当社と第３回普通社
債権者が合意する日において、残存する第３回普通社債の全部
又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で償還するもの
とします。 

⑥ 当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注
意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となっ
た場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以
降、第３回普通社債権者から書面による請求があったときに
は、当該請求日の翌営業日に残存する第３回普通社債の全部又
は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で償還するものと
します。 

⑦ 当社において、50％を超える議決権を単独で又は共同保有者
（金融商品取引法第 27 条の 23 第５項及び第６項に規定するも
のを意味します。）とともに直接若しくは間接的に保有する株主
が新たに出現した場合、第３回普通社債権者から書面による請
求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する第３回
普通社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円
で償還するものとします。 

⑧ 当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする
定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株
主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第
179条第１項に定義されます。）による当社の他の株主に対する
株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされ
た場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の
当社の株主総会の決議がなされた場合、第３回普通社債権者
は、償還を希望する日の 10 営業日前までに当社に書面で通知す
ることにより、当該時点において未償還の第３回普通社債の全
部又は一部を、繰上償還を希望する日において、各社債の金額
100円につき金 100円で繰上償還することを請求することができ
ます。 

(10) 資 金 使 途 第３回普通社債の発行により調達する資金の額は、120,000,000 円であ
り、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定していま
す。 

具体的な使途 
金額 

(百万円) 
支出予定時期 

①  運転資金（監査報酬） 80 
2026年２月～2027年

11月 

②  運転資金（支払手数料） 40 
2026年２月～2027年

11月 

合計 120  

調達資金の使途は、以下のとおりです。 
①運転資金（監査報酬） 
会計監査に係る監査報酬への充当を予定しております。 
②運転資金（支払手数料） 
主に上場維持費用への充当を予定しております。 

 

 



① 本新株予約権における行使コミット条項 

＜全部コミット条項＞ 

割当予定先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日（当日を含みます。）から、2026年３月10日（当日を含

みます。）までの期間（以下「全部コミット期間」といいます。）に、本新株予約権23,999個を全て行使する

ことを約します。 

かかる全部コミットが存在することで、当社は本資金調達の確実性を高めることができます。 

2026年３月10日までに全部コミット期間延長事由（以下に定義します。）が発生した場合、下記のとおり、

上記の期限は延長されることとなります。 

全部コミット期間に属するいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引

日において適用のある下限行使価額の100％以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若し

くは整理銘柄に指定されている場合（かかる指定が行われている期間中の各取引日において全部コミット期間

延長事由が発生するものとします。）、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合

（取引所において取引約定が全くない場合）、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限

値幅の下限（ストップ安）のまま終了した場合（取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分（ストッ

プ配分）で確定したか否かにかかわらないものとします。）、又は⑤割当予定先の事情に起因する場合を除き

何らかの理由で本新株予約権の行使ができない場合（以下、上記①乃至⑤の事象を総称して、「全部コミット

期間延長事由」といいます。）には、全部コミット期間延長事由が１回発生する毎に、全部コミット期間は１

取引日ずつ延長されます（但し、かかる延長は合計20回（20取引日）を上限とします。）。 

なお、上記の延長は、各取引日において生じた全部コミット期間延長事由につき１回に限られ、同一の取引

日において複数の全部コミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該全部コミット期間延長事由に伴う

延長は１回のみとなります。 

＜全部コミット条項の消滅＞ 

全部コミット期間中に全部コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が20回を超えて発生

した場合には、延長が20回を超えた日に、全部コミットに係る割当予定先の義務は消滅します。 

なお、全部コミットに係る義務の消滅後も、割当予定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権

を行使することができます。 

 

② 行使価額の修正 

本新株予約権の行使価額は、割当日の１取引日後に初回の修正がされ、割当日の２取引日後に２回目の修正

がされ、以後３取引日が経過する毎に修正されます。行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行

使価額は、2026 年１月 21 日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 100％に相当する金

額（但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されます。２回目以降の

修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）にお

いて取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 100％に相当する金額の１円未満の端数

を切り捨てた額（但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されます。

但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。

また、価格算定期間内において本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生

した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該

事由を勘案して合理的に調整されます。なお、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の１取引日後におい

ては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間

の末日の２取引日後（当日を含みます。）の日とし、当該日以降、３取引日が経過する毎に、上記に準じて行

使価額は修正されます。直前３連続取引日の株価の平均値を基準として行使価額の修正を行うこととしたのは、

株価が下落傾向である相場においても、相対的に安定的な行使が行われるようにし、資金調達を可能な限りス

ムーズに進捗させることが大きな目的です。 

行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、当社普通株式の普通取引の終値からディスカウン

トされることが一般的ですが、本新株予約権においては、初回の修正では発行決議日における当社普通株式の

普通取引の終値に、２回目以降の修正では価格算定期間の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値の



単純平均値の 100％に相当する金額にそれぞれ修正され、基準となる当社普通株式の普通取引の終値又はその

単純平均値からディスカウントが行われない設計となっております（但し、修正の結果、行使価額が修正日の

直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値を下回る可能性があります。）。ディスカウントがなされ

ない設計により、必ずしも修正日の直前取引日における株価とは一致しないものの、直近の市場株価の動向か

ら乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、既存株主の皆様への影響をできる

限り少なくし、既存株主の皆様の利益にもできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権

においては、上記のとおりディスカウントがなされないことから、その行使により調達できる額がより大きく

なることが期待されます。なお、当社の資金調達目的達成の観点から当社と割当予定先との間で協議を行い、

行使の蓋然性を高める観点より、割当日の１取引日後に行われる初回の修正及び割当日の２取引日後以後３取

引日が経過する毎に行われる２回目以降の修正の２段階の修正スキームを採用しております。 

本新株予約権の下限行使価額は当初83円（発行決議日直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の50％に相当する金額の１円未満を切り上げた額）ですが、本新株予約権の発行要項第11項に定める行

使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての

収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したもの

であります。 

 

③ 制限超過行使の禁止 

本買取契約には以下の内容が含まれます。 

(a) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５項の

定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得され

る株式数が、本新株予約権の払込期日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当社は当該

10％を超える部分に係る本新株予約権の行使（以下「制限超過行使」といいます。）を行わせないこ

と。 

(b) 割当予定先は、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象

株券等の終値（但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行

う。）以上である場合等の本買取契約において定められる適用除外の場合を除き、制限超過行使に該

当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ

当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。 

(c) 割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制

限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に

も当社に対する同様の義務を承継すべき旨を約束させること。 

 

(２)資金調達方法の選択理由 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載した資金使途の目的に適う資金調達の方法を検討しており、

EVOLUTION JAPAN証券株式会社（住所：東京都千代田区紀尾井町４番１号、代表取締役社長：ショーン・ロー

ソン）（以下「EJS」といいます。）に2025年12月に相談したところ、同社から本新株予約権の発行による資

金調達手法である本スキームの提案を同月に受けました。同社より提案を受けた本スキームは、株価に対する

一時的な影響を抑制しつつ資金調達をすることができ、かつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計と

なっているため、当社のニーズに合致していると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断し

ております。さらに、本新株予約権の発行に先立って本社債を発行することにより、本社債の発行金額の範囲

で、即時の資金調達が可能となる点も当社のニーズに合致していると考えております。また、当社は、下記

「(３)本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(４)他の資金調達方法」に

記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、本スキームが、下記「４．調達する資金

の額、使途及び支出予定時期 (２)調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を、

一定の期間において高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用することを決

定しました。なお、本スキームにより現在及び将来における当社発行済株式数の増加が想定されますが、当該

発行済株式数の増加が当社株主に及ぼす影響につきましては、下記「６．発行条件等の合理性 (２)発行数量



及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」の記載をご参照ください。 

一方、既存新株予約権については、当社の株価下落により下限行使価額を下回ることもあり、予定していた

資金を適時に調達することが難しくなっていることから、取得日時点で残存する新株予約権全て（本日時点に

おける残存個数：15,499個）について、当社が発行価額で取得後直ちに消却することとし、新たに本新株予約

権を発行することといたしました。 

なお、取得及び消却する既存新株予約権の内容につきましては、以下に記載のとおりです。 

①第10回新株予約権 

（１）取得及び消却する新株予約権の名称 ダブル・スコープ株式会社第10回新株予約権 

（２）発行新株予約権総数 30,000個 

（３）本日現在までの行使済新株予約権数 24,501個 

（４）取得及び消却する新株予約権数 取得日時点で残存する全ての第10回新株予約権 

（2026年１月21日現在の残存数：5,499個） 

（５）取得価額 合計最大544,401円 

（新株予約権１個当たり99円） 

（６）取得日及び消却日 2026年２月12日（予定） 

（７）消却後に残存する新株予約権の数 ０個 

 

②第11回新株予約権 

（１）取得及び消却する新株予約権の名称 ダブル・スコープ株式会社第11回新株予約権 

（２）発行新株予約権総数 10,000個 

（３）本日現在までの行使済新株予約権数 ０個 

（４）取得及び消却する新株予約権数 取得日時点で残存する全ての第11回新株予約権 

（2026年１月21日現在の残存数：10,000個） 

（５）取得価額 合計最大690,000円 

（新株予約権１個当たり69円） 

（６）取得日及び消却日 2026年２月12日（予定） 

（７）消却後に残存する新株予約権の数 ０個 

 

なお、上記「(１)資金調達方法の概要」に記載のとおり、EVO FUNDより複数回にわたり無担保社債の引受を

通じた資金提供を受けており、EVO FUNDに対するこれまでの社債の発行及び償還状況は以下のとおりです。ま

た、下記「４.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のと

おり、本新株予約権の発行により調達する資金の一部は、本社債の償還資金に充当される予定です。 

社債回号 払込日 償還状況、満

期 

金額 利率 調達資金の充当状況 

第２回 2025/12/19 未償還 

2026年２月27

日満期 

150百万円 0.0％ 関連会社である W-

SCOPE CHUNGJU 

PLANTCO., LTD.へ運

転資金として貸付済 

第３回 

2026/１/９ 未償還 

2026 年３月６

日満期 

120百万円 0.0％ 関連会社である W-

SCOPE CHUNGJU 

PLANTCO., LTD.へ運

転資金として貸付済 

 

(３)本スキームの特徴 

本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあります。 

[メリット] 

① 基準となる株価からのディスカウントなしでの株式発行 



通常、行使価額修正条項付の新株予約権の場合、基準となる株価から、８～10％程度のディスカウント

がなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権は、修正日に、価格算定期間の各

取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表する当社の普通株式の普通取引

の終値の単純平均値の100％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた額（但し、当該金額が下限行

使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）に修正されるため、あらかじめ参照株価からディスカウ

ントを設ける場合と比較して参照株価からのディスカウントはなされず、さらに、株価下降時において

はディスカウントが発生する可能性はより少ない設計となっております（但し、修正の結果、行使価額

が修正日の直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値を下回る可能性があります。）。したがっ

て、参照株価からディスカウントがなされない本新株予約権においては、必ずしも修正日の直前取引日

における株価とは一致しないものの、直近の市場株価の動向から乖離が少ない価額での行使がなされる

ことになるため、株価からの乖離をなくすことにより、ディスカウントがなされた場合に比べ株価への

影響も軽減され、既存株主の皆様の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株

予約権においては、上記のとおりディスカウントがなされないことから、ディスカウントがある場合よ

りも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。なお、発行決議後に株価が上昇した場

合に行使の蓋然性を高めるべく、本新株予約権の行使価額は、割当日の１取引日後は発行決議日におい

て取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100％に相当する金額とし、発行決議後に株価が下

落した場合にも行使がなされるよう、割当日の２取引日後以降は行使価額の修正条件に従って行使価額

を修正するスキームとしております。取引所の定める有価証券上場規程施行規則第436条第５項第４号に

おいて、行使価額が発行決議日の終値以上の場合は、上記「（１）資金調達方法の概要 ③制限超過行使

の禁止」に記載した制限超過行使の禁止の適用除外とする旨を買取契約に定めることができることに

なっており、本買取契約においてもその旨定めております。 

② 最大交付株式数の限定 

本新株予約権の目的である当社普通株式数は2,399,900株で固定されており、株価動向にかかわらず、最

大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。 

③ 株価上昇時の調達額の増額 

本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額さ

れます。 

④ 株価への影響の軽減 

本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修

正されることはなく、当社株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低

迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計となっております。 

⑤ 早期必要資金の確保 

本新株予約権の発行に先立って本社債を発行することにより、本社債の発行金額の範囲で、即時の資金

調達が可能となります。 

⑥ 本買取契約上の本新株予約権の譲渡制限 

本買取契約において、本新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限

が付されております。そのため、当社の事前承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されませ

ん。 

⑦ 確実な資金調達 

本買取契約に全部コミット条項が規定されており、原則として、本新株予約権は一定の期間内に全部行

使されます。 

 

[デメリット] 

① 当初に満額の資金調達ができないこと 

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる

株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が

行われるわけではありません。但し、本社債が本新株予約権の発行に先立って発行されていることによ



り、資金調達は早期に開始されます。 

② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性又は資金調達がされない可能性 

本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日の直前取引日の株価を下回り推移する状況では、

発行決議日の直前取引日の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。ま

た、株価が下限行使価額の100％を上回らない場合は、全部コミット期間延長事由に該当し、本新株予約

権に係る全部コミットが消滅することとなる場合があります。加えて、株価が本新株予約権の下限行使

価額を下回る水準となった場合、本社債の繰上償還事由に該当し、その場合、当社は、満期を待たずに

繰上償還を行うために当初の想定よりも早期に償還資金を確保することが必要となります。さらに、本

新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価水準によっては本新株予約権の行使がなされ

ない可能性があります。なお、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。 

③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は純投資目的であることから、割当予定先が本新株予約権

を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。かかる当社普通株式の売却により当社株

価が下落する可能性があります。 

④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界 

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を

募ることによるメリットは享受できません。 

⑤ 希薄化の発生 

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は2,399,900株（議決権数23,999個）であり、

2025年７月31日時点の当社発行済株式総数55,225,600株及び議決権総数548,501個を分母とする希薄化率

は4.35％（議決権ベースの希薄化率は4.38％）に相当します。 

また、本日の発行決議に先立つ６か月以内である2025年11月25日付でマッコーリー・バンク・リミテッ

ドに対して割り当てられた第10回新株予約権及び第11回新株予約権が全て行使された場合に交付される

株式数4,000,000株（議決権40,000個）を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総

株式数は6,399,900株（議決権数63,999個）であり、これは、2025年７月31日時点の当社発行済株式総数

である55,225,600株及び議決権総数548,501個に対して、11.59％（議決権総数に対し11.67％）となりま

す。なお、第10回新株予約権については、24,501個が行使され2,450,100株が交付されましたが、残りの

第10回新株予約権及び第11回新株予約権の合計15,499個（1,549,900株相当分）は当社が取得消却する予

定であり、2026年２月12日付で残存する第10回新株予約権及び第11回新株予約権はなくなる予定です。 

そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。但

し、下記「６．発行条件等の合理性 (２)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した

根拠」に記載のとおり、本スキームの希薄化は、株価等の当社株式の市場取引へ過度の影響を与える規

模ではなく、希薄化の影響は限定的であると判断しております。 

 

(４)他の資金調達方法 

① 新株式発行による増資 

(a)公募増資 

公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性や市況に

よって調達金額に限界があり、必要額の調達が不透明であると考えられます。また、公募増資の場合に

は検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全

体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書

の提出期限との関係で最低でも数か月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性

という観点からは本スキームの方がメリットが大きいと考えております。加えて、現時点での当社の業

績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の引受けを行う証券会社を見つけることは困難

と考えられます。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断い

たしました。 

(b)株主割当増資 



株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時に

おいて実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立て

ることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適

当でないと判断いたしました。 

(c)新株式の第三者割当増資 

第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利

益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点

では適当な割当先が存在しません。 

② CB 

CBは発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがありますが、通常、CBの転換は割当先

の裁量により決定されるため、資本増強の蓋然性・タイミングが不透明であり、また当社は希薄化の時

期・程度をコントロールできないため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。ま

た、MSCBは相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じ

て決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価

に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリット

を考慮した結果、当社としては、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法で

調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断い

たしました。 

③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 

株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融

商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者

との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・

イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、

資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大すること

が予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではな

い可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。ノンコミットメ

ント型のライツ・イシューについては、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、今

回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。 

④ 借入れ・社債・劣後債のみによる資金調達 

借入れ、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、

今後の借入余地が縮小する可能性があることから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いた

しました。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(１)調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 払込金額の総額 396,223,490円 

 本新株予約権の払込金額の総額 239,990円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の額 395,983,500円 

② 発行諸費用の概算額 13,600,000円 

③ 差引手取概算額 382,623,490円 

(注)１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の

額を合算した金額であります。 

２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ

れたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額

及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可

能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し

た本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手



取概算額は減少する可能性があります。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、割当予定

先への調査費用、登録免許税等の合計額であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

 

(２)調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の差引手取概算額は、

上記のとおり合計382,623,490円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり

予定しています。 

 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 本社債の償還 270 2026年２月 

② 運転資金（買掛金） 112 2026年 12月 

合計 382 － 

(注)１．調達資金は①、②の順に優先的に充当する予定です。 

２．本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があることから、実際に調達できる資金の額

及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生

じる可能性があります。調達資金が大きく不足した場合には、追加での資金調達についても検討し、

実施について適切に判断してまいります。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は

銀行預金口座で保管する予定です。 

３．第10回・第11回新株予約権の行使を進めていましたが、当社の株価下落により下限行使価額を下回

ることもあり、予定していた資金を適時に調達することが難しくなっていることからオフィス拡張、

統合システム関連、人員増強等は当面行わないため資金使途の見直しを行いました。 

 

調達資金の使途は、以下のとおりです。 

 

①本社債の償還 

本新株予約権による調達資金のうち 270百万円を、2026年２月末までに、本社債の償還資金に充当する予

定です。なお、本社債による調達資金の使途については、上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 ＜ダブル・スコープ株式会社第２回普通社債の概要＞ (10)資金使途」及び同

「＜ダブル・スコープ株式会社第３回普通社債の概要＞ (10)資金使途」に記載しております。 

 

②運転資金（買掛金） 

本新株予約権による調達資金のうち 112百万円を、2026年 12月末までに、連結子会社である W-SCOPE 

KOREA CO., LTD.に対する買掛金の支払いに充当する予定です。 

 

なお、第２回・第３回無担保普通社債の発行にて調達した資金については関連会社へ貸し付けており、関連

会社から返済を受けた後は継続企業の前提に関する重要な不確実性を回避して、安定した経営基盤を確保する

ための運転資金とさせていただきます。 

また、資金使途を変更する可能性は現時点ではありませんが、変更時は速やかに開示いたします。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、本資金調達により調達する資金は、今後の当社

の企業価値向上に資するものであり、かかる資金使途は合理的なものであると判断しております。従って、本

資金調達は、中長期的な当社の企業価値の向上により、既存株主の皆様の利益にも資するものと考えておりま

す。 

 

 



６．発行条件等の合理性 

(１)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮し

た本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（住所：東京都千代田区紀尾井町４

番１号、代表者：山本 顕三、以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。赤坂国際会計と当社及

び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。 

赤坂国際会計は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや

二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当

予定先との間で締結する本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格

算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の

評価を実施しております。また、赤坂国際会計は、評価基準日（2026 年１月 20 日）の市場環境や割当予定先

の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当社の株価（165 円）、ボラティリティ（61.3％）、予定配当額

（０円／株）、無リスク利子率（0.7％）及び市場出来高を含みます。）を想定して評価を実施しております。 

当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、

本新株予約権１個の払込金額を当該評価額と同額の 10 円としています。また、本新株予約権の行使価額は当

初、165 円としました。なお、当該行使価額は、初回の修正では発行決議日における当社普通株式の普通取引

の終値に、２回目以降の修正では価格算定期間の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均

値の 100％に相当する金額にそれぞれ修正され、株価上昇時においては当該単純平均値の 100％が修正日前日

終値の株価の 90％を下回る可能性はあるものの、あらかじめ参照株価からディスカウントを設ける場合と比

較してディスカウントは限定的であり、さらに、株価下降時においてはディスカウントが発生する可能性はよ

り限定的となる設計となっております。したがって、参照株価からディスカウントがなされない本新株予約権

においては、市場株価から乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、市場株価

への影響をできる限り少なくし、既存株主の皆様の利益にできる限り配慮された設計となっており、当社は本

新株予約権の修正後の行使価額についても合理的であると判断いたしました。 

本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可

能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカ

ルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正

価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経

て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断

いたしました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引関係にな

く、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関

によって算出された当該評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合

理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得

ております。 

 

(２)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は2,399,900株（議決権数23,999個）であり、2025

年７月 31 日時点の当社発行済株式総数 55,225,600 株及び議決権総数 548,501 個を分母とする希薄化率は

4.35％（議決権ベースの希薄化率は 4.38％）に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普

通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。 

また、本日の発行決議に先立つ６か月以内である 2025 年 11 月 25 日付でマッコーリー・バンク・リミテッ

ドに対して割り当てられた第 10回新株予約権及び第 11回新株予約権が全て行使された場合に交付される株式

数 4,000,000 株（議決権 40,000 個）を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数

は 6,399,900 株（議決権数 63,999 個）であり、これは、2025 年７月 31 日時点の当社発行済株式総数である

55,225,600株及び議決権総数 548,501個に対して、11.59％（議決権総数に対し 11.67％）となります。 

しかしながら、当社は、本資金調達により調達した資金を上記「４．調達する資金の額、使途及び支出予定



時期 (２)調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、これは当社の今後の

成長基盤の確立と中長期的な成長戦略の実現につながり、当社の企業価値が向上するものと想定され、中長期

的な観点から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。 

なお、当社は、上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法の選択理由」に記載のとお

り、2026年２月 12日付で、当該時点で残存する第 10回新株予約権及び第 11回新株予約権を全て消却いたし

ます。第 10回新株予約権が一部行使されたことにより交付された株式数 2,450,100株(議決権 24,501個)を、

上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は 4,850,000 株(議決権数 48,500 個)であ

り、これは、2025年７月 31日時点の当社発行済株式総数である 55,225,600株及び議決権総数548,501個に対

して、8.78％(議決権総数に対し 8.84％)となります。したがって、本新株予約権の発行により既存株主の持

株比率に一定の希薄化が生じますが、実質的な希薄化率は 25％を下回っていることから、市場に過度の影響

を与える規模ではないと判断しております。 

また、本資金調達については、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 2,399,900株に対し、

取引所における当社普通株式の過去６か月における１日当たり平均出来高は 879,961株であって、行使可能期

間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。したがって、本資金調達に係る当

社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的で

あると判断しております。 

 

  



７．割当予定先の選定理由等 

(１)割当予定先の概要 

(a) 名 称 
EVO FUND 

（エボ ファンド） 

(b) 所 在 地 

c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited  

One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005,  

Cayman Islands 

(c) 設 立 根 拠 等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

(d) 組 成 目 的 投資目的 

(e) 組 成 日 2006年 12月 

(f) 出 資 の 総 額 
払込資本金：１米ドル 

純資産：約242百万米ドル（2025年10月31日現在） 

(g) 
出 資 者 ・ 出 資 比 率 

・ 出 資 者 の 概 要 

議決権：100％ Evolution Japan Group Holding Inc. 

（Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に 100％マイケル・

ラーチが保有） 

(h) 
代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 

代表取締役 マイケル・ラーチ 

代表取締役 リチャード・チゾム 

(i) 国 内 代 理 人 の 概 要 

名称 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 

所在地 東京都千代田区紀尾井町４番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 ショーン・ローソン 

事業内容 金融商品取引業 

資本金 ９億 9,405万 8,875円 

(j) 
上 場 会 社 と 当 該 

ファンドとの間の関係 

当社と当該ファンド

と の 間 の 関 係 

当該ファンドは、当社第２回普通社債 150,000,000 円

及び第３回普通社債 120,000,000 円を保有していま

す。なお、当該ファンドは、当社の株式を保有してお

りません。 

当社と当該ファンド

代表者との間の関係 
該当事項はありません。 

当社と国内代理人と

の 間 の 関 係 
該当事項はありません。 

(注) 割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2026年１月 20日現在におけるものです。 

 

※当社は、EJS により紹介された割当予定先並びに間接的にその持分の 100％を出資しており、かつ役員

であるマイケル・ラーチ氏及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力

等と何らかの関係を有していないかを、過去の新聞記事や WEB等のメディア掲載情報を検索することによ

り、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力

との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。 

さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関であ

る株式会社東京エス・アール・シー（住所：東京都目黒区上目黒四丁目 26 番４号、代表取締役：中村 

勝彦）に割当予定先並びに間接にその 100％を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏及び割

当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有する

データベースとの照合等による調査を行った結果、2025年12月25日、割当予定先、その出資者及び役員

に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。 

以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関

係がないものと判断し、割当予定先、その役員及び主な出資者が反社会的勢力と関係がないことを示す

確認書を取引所に提出しております。 

 



(２)割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載したとおり、「４．調達する資金の額、使途及び支出予

定時期 (２)調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に充当するための機動的かつ確実な資

金調達方法について検討する中で、EJSに 2025年 12月に相談したところ、同社から本新株予約権による資

金調達に関する提案を同月に受けました。他の金融機関等から提案を受けた資金調達手法の内容を考慮し

つつ、当社内において協議・比較検討した結果、本スキームが、当社の必要とする資金を高い蓋然性を

もって調達できるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主の皆様への過度な影響を及

ぼさずに資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断いたしました。また、上記の本

スキームのメリット・デメリットを勘案の上、割当予定先と協議した結果、既存株主の株式価値希薄化へ

の配慮から、本スキームによる資金調達方法が最良の選択肢であり、同様のスキームによる投資実績を有

していること等から、EVO FUND が割当予定先として適当であるとの結論に至ったため、本新株予約権の割

当予定先として EVO FUNDを選定いたしました。 

割当予定先は、上場株式への投資を主たる目的として 2006年 12月に設立されたファンド（ケイマン諸島

法に基づく免税有限責任会社）であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による

新株予約権増資案件において、本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを

行使し、上場会社の資金調達に寄与した案件が多数あります。割当予定先は、マイケル・ラーチ氏以外の

出資者はおりません。 

割当予定先の関連会社である EJS が、関連企業の買受けのあっせん業の一環として本資金調達のアレン

ジャー業務を担当しました。EJS は英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・

リミテッド（住所：Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands、

代表取締役：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム）の 100％子会社であります。 

(注)本第三者割当は、日本証券業協会会員である EJS のあっせんを受けて、割当予定先に対して行われる

ものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」（自主規制規則）

の適用を受けて募集が行われるものです。 

 

(３)割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

割当予定先である EVO FUND は、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通

株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保

有先の株価推移により適宜判断の上、基本的に市場内で売却しますが、売却時は常にマーケットへの影響

を勘案する方針である旨を、口頭にて確認しております。 

また、当社と割当予定先は、本日付で下記の内容を含む本買取契約を締結いたしました。 

ア．当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５

項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより

取得される株式数が、本新株予約権の払込期日時点における上場株式数の10％を超える場合には、

当社は当該10％を超える部分に係る本新株予約権の行使を行わせないこと。 

イ．割当予定先は、以下のいずれかの期間又は場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の

行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該

本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。 

(a) 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券（以下「対象株券等」

といいます。）が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等（以下「合併等」といいま

す。）が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなさ

れないことが公表された時までの間 

(b) 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止さ

れることが公表された時までの間 

(c) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指

定が解除されるまでの間 

(d) 本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等

の終値（但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を



行います。）以上の場合 

ウ．割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間

で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡す

る場合にも当社に対する同様の義務を承継すべき旨を約束させること。 

さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められ

ております。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受

先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有

方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。 

 

(４)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先である EVO FUND の保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカー及びその他金融機関

の 2025 年 11 月 30 日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産等の残高

報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する

資金は十分であると判断しております。 

なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により

取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているた

め、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても

十分な資金を有していると判断しております。 

また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、

行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではな

く、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額

（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しておりま

す。 

 

(５)株券貸借に関する契約 

本新株予約権の発行に伴い、EVO FUND は、当社代表取締役社長である崔元根から、当社普通株式の借入

れ（貸借株数（上限）：400,000 株、貸株期間：2026 年２月２日～2026 年４月 17 日、貸株利率：０％、担

保：無し）を行う予定です。 

 



８．大株主及び持株比率 

募集前（2025年７月 31日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.39％ 

崔元根(CHOI WON-KUN) 

(常任代理人 弁護士法人 R&G横浜法律事務所) 
8.85％ 

KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SHINHAN SECURITIES 

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 
3.06％ 

BNYM SA/NV FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 

(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 
2.22％ 

BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND 

(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 
2.08％ 

KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG 

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 
1.42％ 

楽天証券株式会社 1.36％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1.28％ 

PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT 

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 
1.27％ 

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO 

(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 
0.96％ 

(注)１．「持株比率」は、2025年７月 31日現在の株主名簿に基づき記載しております。 

２．割当予定先の本新株予約権の保有目的は投資目的とのことであり、割当予定先は、本新株予約権の

行使により取得した当社普通株式を売却する方針であるとのことです。したがって、割当予定先に

よる本新株予約権行使後の当社普通株式の長期保有は約されておりませんので、募集後の「大株主

及び持株比率」の記載はしておりません。 

３．「持株比率」は、発行済株式（自己株式を除きます。）の総数に対する割合を小数点第３位を四捨五

入しております。 

 

９．今後の見通し 

本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微であります。なお、将来の業績に変更が生じる場

合には、適宜開示を行う予定です。 

 

10．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本スキームは、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予

約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、取引所の

定める有価証券上場規程第 432条「第三者割当に係る遵守事項」に定める独立第三者からの意見入手及び株主

の意思確認手続きは要しません。 

 



11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(１)最近３年間の業績（連結） 

（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決算期 2022年12月期 2024年１月期 2025年１月期 

売上高 45,100 48,043 31,047 

営業利益又は営業損失（△） 7,829 3,865 △1,008 

経常利益又は経常損失（△） 8,294 4,600 △3,239 

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純

損失（△） 

4,413 939 △3,713 

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり当期純損失金額（△）

（円） 

80.43 17.07 △67.60 

１株当たり配当額（円） － － － 

１株当たり純資産額（円） 911.67 974.41 902.47 

（注）2024年１月期は決算期変更に伴い、2023年１月１日から 2024年１月 31日までの 13か月決算となっ

ております。 

 

(２)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2026年１月 20日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 57,675,700株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
5,103,900株 8.85％ 

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
－ － 

（注）上記潜在株式数は、全て当社のストックオプション制度に係る潜在株式数並びに第 10回及び第 11回

新株予約権に係る潜在株式数です。なお、上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調

達方法の選択理由」に記載のとおり、2026年２月12日付で、当該時点で残存する第10回新株予約権

及び第 11回新株予約権全て（本日時点における残存個数：15,499個）を消却いたします。 

 

(３)最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2022年 12月期 2024年１月期 2025年１月期 

始  値 796円 1,305円 760円 

高  値 3,175円 1,555円 783円 

安  値 687円 758円 241円 

終  値 1,327円 770円 253円 

 



② 最近６か月間の状況 

 
2025年 

８月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

2026年 

１月 

始  値 239円 254円 226円 253円 212円 152円 

高  値 269円 281円 257円 261円 214円 178円 

安  値 232円 225円 211円 203円 147円 148円 

終  値 255円 228円 253円 216円 150円 165円 

(注) 2026年１月の状況につきましては、2026年１月 20日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2026年１月 20日 

始  値 169円 

高  値 172円 

安  値 165円 

終  値 165円 

 

(４)最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による第 10回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年 11月 25日 

発 行 新 株 予 約 権 数 30,000個 

発 行 価 額 総額 2,970,000円（新株予約権１個あたり 99円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

662,370,000円 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド(Macquarie Bank Limited) 

募集時における発行済株式総数 55,225,600株 

当該募集による潜在株式数 3,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：24,501個 

（残新株予約権数：5,499個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 2,970,000円 

行使価額の総額 378,582,230円 

発行諸費用 7,500,000円 

差引手取概算額 374,052,230円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金(材料費) 

②運転資金(人件費) 

③運転資金(監査報酬) 

④運転資金(支払手数料等) 

⑤オフィス拡張資金 

⑥統合システム、物流関連資金 

⑦人員増強資金 

⑧各種テスト用サンプルその他資金 

発行時における支出予定時期 

①2025年 12月 

②2025年 12月～2027年 11月 

③2025年 12月～2027年 11月 

④2025年 12月～2027年 11月 

⑤2027年２月～2029年１月 

⑥2026年８月～2029年１月 



⑦2026年８月～2029年１月 

⑧2026年８月～2029年１月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 

①運転資金(材料費)：155,364,741円 

②運転資金(人件費)：-円 

③運転資金(監査報酬)：-円 

④運転資金(支払手数料等)：-円 

⑤オフィス拡張資金：-円 

⑥統合システム、物流関連資金：-円 

⑦人員増強資金：-円 

⑧各種テスト用サンプルその他資金：-円 

（注）上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、2026

年２月 12 日付で、当該時点で残存する第 10 回新株予約権全て（本日時点における残存個数：5,499 個）

を消却いたします。 

 

第三者割当による第 11回新株予約権の発行 

割 当 日 2025年 11月 25日 

発 行 新 株 予 約 権 数 10,000個 

発 行 価 額 総額 690,000円（新株予約権１個あたり 69円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

393,190,000円 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド(Macquarie Bank Limited) 

募集時における発行済株式総数 55,225,600株 

当該募集による潜在株式数 1,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済新株予約権数：０個 

（残新株予約権数：10,000個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（ 差 引 手 取 概 算 額 ） 

発行価額の総額 690,000円 

行使価額の総額 ０円 

発行諸費用 7,500,000円 

差引手取概算額 △6,810,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金(材料費) 

②運転資金(人件費) 

③運転資金(監査報酬) 

④運転資金(支払手数料等) 

⑤オフィス拡張資金 

⑥統合システム、物流関連資金 

⑦人員増強資金 

⑧各種テスト用サンプルその他資金 

発行時における支出予定時期 

①2025年 12月 

②2025年 12月～2027年 11月 

③2025年 12月～2027年 11月 

④2025年 12月～2027年 11月 

⑤2027年２月～2029年１月 

⑥2026年８月～2029年１月 

⑦2026年８月～2029年１月 

⑧2026年８月～2029年１月 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 ①運転資金(材料費)：-円 



②運転資金(人件費)：-円 

③運転資金(監査報酬)：-円 

④運転資金(支払手数料等)：-円 

⑤オフィス拡張資金：-円 

⑥統合システム、物流関連資金：-円 

⑦人員増強資金：-円 

⑧各種テスト用サンプルその他資金：-円 

（注）上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、2026

年２月 12 日付で、当該時点で残存する第 11 回新株予約権全て（本日時点における残存個数：10,000

個）を消却いたします。 

 

  



別紙 1 
ダブル・スコープ株式会社第 12 回新株予約権 

発行要項 
 

1. 新株予約権の名称 ダブル・スコープ株式会社第 12 回新株予約権（以下「本新株

予約権」という｡） 
2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 239,990 円 
3. 申込期日 2026 年 2 月 6 日 
4. 割当日及び払込期日 2026 年 2 月 6 日 
5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUND に割り当てる。 
6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 2,399,900 株（本新株予約権 1 個当たり 100 株（以下「割当

株式数」という。））とする。 
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。

但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当

株式数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率 
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な

範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 
7. 本新株予約権の総数 23,999 個 
8. 各本新株予約権の払込金額 金 10 円 
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株

式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の

保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株式 1 株当たりの出資さ

れる財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、165 円とする。 
10. 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、割当日の 1 取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立

会が行われる日をいう。以下同じ。）後に初回の修正がされ、割当日の 2 取引日後に 2 回目の修正

がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される（以下、かかる修正が行われる日を、個別に又

は総称して「修正日」という。）。本項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正において

は、行使価額は、2026 年 1 月 21 日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の

100％に相当する金額（但し、当該金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合、下限行使

価額とする。）に修正される。2 回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ 3 連

続取引日（以下、2026 年 1 月 21 日とあわせて、個別に又は総称して「価格算定期間」という。）の各取

引日（但し、終値が存在しない日を除く。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終

値の単純平均値の 100%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り捨てた額（但し、当該金額が下限

行使価額（以下に定義する。）を下回る場合、下限行使価額とする。）に修正される。但し、当該価格算

定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、

価格算定期間内において第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該

価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由

を勘案して合理的に調整される。 
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日（当日を含む。）から



当該株主確定日等（当日を含む。）までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本

新株予約権の行使ができない期間（以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構

が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。）及び当該株主確定期間の末日の 1 取引日後

においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは

当該株主確定期間の末日の 2 取引日後（当日を含む。）の日とし、当該日以降、3 取引日が経過する

毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。 
(3) 下限行使価額は、当初 83 円とする。 
(4) 下限行使価額は、第 11 項の規定を準用して調整される。 

11. 行使価額の調整 
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 
 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×1 株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（但

し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬（譲渡制限付

株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。）として株式を発行又は処

分する場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付

する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証

券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日（募集に際し

て払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、ま

た、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割

のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を

与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に

割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式

の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む。）又は

本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む

が、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション

を発行する場合を除く。）、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は

行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生

日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の

翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の

対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行

された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている

取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該

対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの



を含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の

効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日

以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま

でに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」とい

う。）に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

株式数 ＝ 
（調整前行使価額－調整後行使価額）× 調整前行使価額により当該期間内に 

交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に 1 株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 0.1 円未満にとどま

る限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発

生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額

からこの差額を差引いた額を使用する。 
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① 0.1 円未満の端数を四捨五入する。 
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号⑤の場合

は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値（当日付で終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入する。 
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日が

ない場合は、調整後行使価額を適用する日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合

には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株

式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。 
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社と

する株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 
③ 行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第 10

項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 
(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適

用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会

社に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことがで

きないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 
12. 本新株予約権の行使期間 

2026 年 2 月 9 日から 2026 年 4 月 9 日までとする。 
13. その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 
14. 新株予約権の取得事由 

第 12 項で定める本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社



は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権 1 個当たりの払込金額と同額（対象となる本

新株予約権の個数を乗じて 1 円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）で取得する。 
15. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 
16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし（計算の結果 1 円

未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資

本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 
17. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使期間中に第 19 項記載の行使請

求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株

予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の

当社が指定する口座に振り込むものとする。 
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が

全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額（行使請求に

必要な事項の通知と同日付で第 10 項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の

行使価額に基づき算定される金額とする。）が前号に定める口座に入金された日に発生する。 
18. 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 
19. 行使請求受付場所 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 3 号 
20. 払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 新横浜支店 

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 7 番 3 号 
21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである

モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を第 8 項記載のと

おりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は第 9 項記載のとおりとする。 
22. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同

法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替

機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとする。 
23. 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号 

24. その他 
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当

社は必要な措置を講じる。 
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 


